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西ノ島町は人口約 3,000 人。島根半島から北東へ約 65km、日本海に浮かぶ隠岐諸島は大小 180 あまりの島々

からなる群島型離島です。 

 海や山に囲まれた自然豊かな島で、「理想とする暮らしや生き甲斐」を発見し、「自身の才能・能力を活かし

た活動」に取り組んでみませんか。 

人口減少、高齢化等の進行が著しい西ノ島町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着

を図り、地域の活力の維持・強化につなげるため、地域活動に取り組む「地域おこし協力隊員」を以下のとお

り募集します。 

 

１．募集対象 

（１）現在、三大都市圏をはじめとする都市地域（過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村）に 

   在住の方で、住所を西ノ島町に異動することができる方。 

※ 採用決定前に西ノ島町へ転入した場合、応募資格がなくなりますので、ご注意下さい。 

（２）期間終了後に、西ノ島町に定住する意欲のある方。 

（３）普通自動車免許を持っている方または採用までに取得予定の方。 

（４）パソコンの一般的な操作（ワード、エクセル）ができる方。 

（５）心身共に健康で、誠実に職務ができる方。 

（６）地域住民と協力しながら、地域を元気にするために精力的に行動できる方。 

（７）真摯に人の話に耳を傾けられる方。 

（８）地方公務員法第１６条に規定する欠格事項に該当しない方。 

    ・成年被後見人又は被保佐人（経過措置による準禁治産者を含む） 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなるまでの方 

   ・西ノ島町において、懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2 年を経過しない方 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２．募集活動 

 隊員は地域の実情に応じて、西ノ島町役場等と連携しながら４ページ目以降に記載する活動を行います。 

 1 年目は相談に応じて期間を定め、年内に複数の活動を行っていただく場合もございます。 

また、活動終了後の定住を目指して、隊員の特性に合わせた活動等を相談しながら行っていただく予定です。 

 

３．応募手続き 

（１）応募受付期間 

   随時受付 

（２）提出書類 

  ・履歴書（市販のもので可） 

  ・レポート（Ａ４で書式自由。800 字程度） 

  テーマ：「地域おこし協力隊の活動で活かしたい自分の能力」 
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（３）提出方法 

   提出書類を封入した封書に「地域おこし協力隊応募」と朱書きし、下記提出先まで提出して下さ 

い。 

（４）提出先 

   〒６８４－０３０３ 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田６００番地４ 西ノ島町役場 産業振興課 

４．選考方法 

（１）１次選考 

   書類選考のうえ、審査結果を応募者全員に文書で後日通知します。 

（２）２次選考 

   １次選考合格者を対象に、日程調整のうえ２次選考（面接審査）を予定しています。 

   ２次選考の結果は、文書で後日通知します。 

５．雇用条件 

（１）雇用形態、活動期間 

   雇用形態：会計年度任用職員（フルタイム）として、西ノ島町長が任用します。 

活動期間：（令和 6年度採用）令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日 

※なお、活動意欲及び活動実績により、最長３年まで延長可能です。 

（任用は１年度単位とします） 

※ただし、地域おこし協力隊員としてふさわしくないと判断した場合は、活動期間中であっても 

その職を解くことができるものとします。 

 

（２）着任予定日 

   ・令和 6年度採用 

    令和 6年 4月 1日（月）を予定していますが、合格者と調整のうえ決定します。 

 

（３）給与、報償 ※令和 5年 4月時点 

月額１５７，６００円（保育士 月額１６０，１００円） 

（給与以外に、西ノ島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の定めに従い通勤 

手当（費用弁償）、期末手当等の諸手当が支給されます。） 

 

（４）待遇、福利厚生等 

（ア）社会保険等（健康保険・厚生年金・雇用保険）に加入します。 

（イ）住居は町が準備する住宅へ居住していただきます。家賃は予算の範囲内で町が負担しま 

す。 

 

（ウ）転居に係る費用、家財道具、光熱水費や使用料、その他日用品や生活費等は自己負担とな 

      ります。 

（エ）活動に必要な経費は、西ノ島町が予算の範囲内で負担します。 
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（５）勤務日及び勤務時間、休日等 

勤務日は原則週５日勤務とし、勤務時間は１日７時間４５分を基本とします。始業・終業時間 

等は活動状況により変動します。休暇等のその他勤務条件等については、町が定める西ノ島町 

会計年度任用職員に関する各規則に準じます。ただし、休日等に活動した場合は代休対応とな 

ります。 

 

（６）服務 

・常に誠意をもって任務に当たり、西ノ島町個人情報保護条例（平成１７年西ノ島町条例第３６ 

号）を順守するとともに、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。 

また、その職を退いた後も、同様とします。 

・地方公務員法に規定する「職務専念義務」、「信用失墜行為の禁止」、「営利企業従事等の制

限（兼業禁止）」等の服務規程が適用されます。 

ただし、雇用形態が委嘱の場合、「営利企業従事等の制限（兼業禁止）」は適用されません。 

・地域おこしの施策等の知識を深めるために自己研鑽に努めなければなりません。 
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６．活 動 

（１）雇用形態：会計年度任用職員（フルタイム） 

                                            

NO 
活動内容 

１ 

西ノ島の魅力に携わる鮮魚加工活動！ 

・漁業のまちである西ノ島町で捕れた新鮮な魚を加工品にする活動。 

町内の事業所を回りたくさんの方々と交流して、地域の発展活動に貢献できます！ 

２ 

情報発信に関する活動 

・主に写真及び動画の撮影や動画編集に携わる活動。 

・主にチラシやポスター等の作成に係るデザイン活動。 

３ 

島の特産品を全国に発信！ふるさと納税 PR 活動 

・令和 4 年度約 6,500 万円のご寄附を全国各地から頂いた本町のふるさと納税。受付業務をはじめ、寄

附受付サイトの更新、パンフレット等のデザイン、新たなお礼の品を地元の業者さんと作る等の活

動。 

４ 

島に「笑顔」を与える映像制作活動等 

・公営ケーブル TV【西ノ島チャンネル】の番組の企画・取材・撮影・編集・放送等に係る活動。 

・島の行事イベント、文化、地域や個人で面白い活動をしている方などの取材を基に映像を制作。 

・Instagram や YouTube を活用した情報発信など。 

５ 

介護のお助け隊（介護事業所・病院勤務） 

・介護職場または隠岐島前病院で手助け頂ける地域おこし協力隊を募集します。 

 西ノ島町の介護職場には、ホームヘルプ、デイサービス、短期入所、小規模多機能型居宅介護、養護

老人ホーム、特別養護老人ホームなどがあります。介護福祉士や社会福祉主事など、介護職場に必要

な資格の取得（費用は町で負担）によりキャリアアップできます。 

 病院では、へき地医療の最前線で看護師を補助する看護助手(介護職)業務に従事して頂きます。任

期満了後はそのまま介護職場または隠岐島前病院に勤めることも可能です。 

６ 

看護のお助け隊（介護施設・病院勤務） 

・養護老人ホーム、特別養護老人ホームまたは隠岐島前病院のいずれかの看護師として手助け頂ける地

域おこし協力隊を募集します。介護施設では、医療や看護の立場から入居者をサポートする活動を行

って頂きます。 

 また病院では、入院から退院、訪問看護、在宅医療を一貫して総合的に実践する地域医療の最前線 

で、看護師業務に従事して頂きます。任期満了後はそのまま介護施設または隠岐島前病院に勤める

ことも可能です。 

７ 

調理のお助け隊（病院・介護施設勤務） 

・隠岐島前病院、養護老人ホーム、介護事業所等の調理員として手助け頂ける地域おこし協力隊を募

集します。入院患者や入居者に美味しく食べてもらう食事作りを担う活動をして頂きます。調理師

免許等の取得（費用は町で負担）によりキャリアアップもできます。任期満了後はその 
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まま介護施設または隠岐島前病院に勤めることも可能です。 

８ 

病院事務のお助け隊 

・隠岐島前病院の受付窓口対応や電話対応、また、会計業務・診療報酬請求業務を行って頂きます。そ

の他、一般事務等を行って頂くこともあります。 

９ 

生活支援コーディネーター活動（西ノ島町社会福祉協議会勤務） 

・社会福祉協議会で、高齢者の日常生活支援・介護予防の基盤整備を行う生活支援コーディネーターと 

して、手伝って頂ける地域おこし協力隊を募集します。各地区で自助活動、互助活動の大切さを広

め、持続可能なサロン活動等の住民主体の集いの場やボランティアなどの担い手づくりの発掘、資 

源開発のありかたを、行政、社会福祉協議会、そして町民と協同で作っていく活動です。 

最初は、サロン活動や、生活支援コーディネーターの先輩と一緒に地区に出かけて、町民に顔を覚え 

てもらうことから始めます。任期満了後は、そのまま社会福祉協議会に勤めることも可能です。 

フットワークが軽く、地域に出かけて人と接するのが好きな方を募集します。 

１０ 

 障がいのある方たちの支援業務（障がい福祉サービス事業所勤務） 

 ・障がいのある方たちの就労支援、生活支援を行う地域おこし協力隊を募集します。清掃等の作業支援

や、新商品の開発、販路開拓等の活動を行います。 

１１ 

健康福祉支援活動 

・介護予防事業「通いの場」（健康サロン、健康体操等）のサポート 

・子育てサロンでの子どもの見守り、ニーズ把握 

・子育てを支援する事業の企画、運営 

・各種健診会場での支援 

・地域の課題解決に向けた検討、企画、実施 

・子育て支援等の情報発信（ネット配信やチラシの作成等） 

１２ 

人材募集のコーディネート活動 

・西ノ島町では、保育園・介護職場・医療機関をはじめとして、多くの人材が不足しています。正規職 

員・嘱託職員の募集、地域おこし協力隊の募集、人材紹介・派遣会社の活用について、人材が不足し 

ている事業所が効果的な募集をかけられるよう考え、提案・実践していく活動をして頂きます。 

（事業所サイトの人材募集ページの製作、人をひきつけるようなキャッチコピーの検討、募集媒体の

活用提案など） 

１３ 

子育てお助け隊 

・ファミリー・サポートセンターの立ち上げなど、子育て世帯を支援する仕組みづくりを行って頂きま

す。ファミリー・サポートセンターを立ち上げることになれば、仕組みの構築や、コーディネー 

ターや会員の募集などが業務となります。立ち上げ後はそのままコーディネーターとして勤めること 

も可能です。 

１４ 

教育コーディネーター活動 

・ふるさと教育と中学生の学習塾を担う教育コーディネーター。 

地域の人材や素材を活用した授業の実現や塾の運営をして頂きます。 

 


